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Ⅰ．  製品名（商品名）        ファースト・フォーム除菌ブリーチ 

 
                                                                                                             
Ⅱ．  物質の特定  単品・混合物  ：混合物 
                                                                                       
               主成分の化学名 ：次亜塩素酸ソーダ含有水溶液         
                                                                                                             
                    成分及び含有量 ：有効塩素 ６．０％以上品使用 
                   アニオン系界面活性剤 
                                                                                                             
                    化学式又は構造式：ＮａＣｌＯ（次亜塩素酸ナトリウム）                           
                                                                                                             
                    官報公示整理番号：化審法   １－ ２３７                                   
                                     安衛法      番号なし、既存化学   
                                      物質扱      ＣＡＳ Ｎｏ．  ：７６８１－５２－９ 
                                                                                                             
                    国連分類        ：クラス８（腐食性物質、容器等級；２）                    
                             
                    国連番号        ：１７９１                                             
 
                                                                                                            
Ⅲ． 危険有害性    分類の名称：腐食性物質                                    
                                                                                                             
      の分類        危 険 性：常温でも徐々に分解して酸素を放出し、酸化作用のある酸と接触すると分解して塩素 
               ガスを発生する。金属類、天然繊維の殆どのものを腐食する。                        
                                     
                    有 害 性：（１）腐食性はカセイソーダに匹敵し、酸性溶液にあえば次亜塩素酸を遊離して皮膚 
                   、粘膜を刺激する。吸収による前進中毒は殆ど起こらない。          
                （２）目に入った場合には痛みを伴い、すぐ洗い流さないと眼を負傷する恐れがある。 
                               （３）長期にわたって皮膚に接触すると刺激により皮膚炎、湿疹を起こす。     
                （４）次亜塩素酸ソーダ液のミストを吸収すると気道粘膜を刺激し、しがれ声、咽喉 
                  部の灼熱感、疼痛、激しい咳、肺浮腫を生ずる。誤って飲み込んだ場合、口腔、 
                  食道、胃部の灼熱、疼痛、まれには食道堂、胃に痛みを生ずる。     
          環境影響 ：知見なし。                                                                   
 
                                                                                                             
Ⅳ． 応急措置   目に入った場合            ：直ちに清浄な水で眼瞼、、眼球を最低１５分間洗浄し、速やかに      
                       専門医の診断を受ける。洗浄が遅れたり、不十分だと眼の障害を     
                                              生ずる恐れがある。                                             
                                                                                                             
                  皮膚に触れた場合     ：多量の水（望ましくは微温湯）で洗い流す。                      
                                                                                                             
                  吸入した場合              ：患者を直ちに空気の新鮮な場所に移し、安静を保つ。 
                                              塩素ガスで目を痛めた時は、直ちに水道水で目を開いたまま少なくと 
                      も１５分以上洗眼し、症状により医師の診断を受ける。 
                                              もし、呼吸困難の時は、衣類をゆるめ気道を確保した上で、酸素吸入 
                                              を行い、直ちに医師の診断を受ける。                             
                                                                                                             
                  飲み込んだ場合            ：炭酸水素ナトリウム３０～５０ｇ／�の水溶液、又は多量の水を飲ま 
                      せ、催吐を行う。速やかに医師の診断を受ける。           
 
                                                                                                             



                                                                                                       
 
                                                                                                             
Ⅴ．災時の措置   消火方法    ：周辺火災は次による。   
                                      （１）容器を安全な場所に移動する。 
                                      （２）移動不可能な場合は、容器に注水して冷却する。 
 
                                                                                                            
Ⅵ．漏出時の措置      （１）漏れた時は、人体や衣服を損傷するので水洗いにより早急に除去する。又、容器や付属品 
             は常時点検し、漏れの無いように努める。      
                    
           （２）設備に対する応急措置としては、多量に漏れた場合は至急修理詰め替え、還元分解などの 
             措置を講じるか、又は多量の水で洗い流す。酸による中和は有害な塩素ガスを発生するの  
            で防護対策を講じて行う必要がある。  
 
                                                                                                            
Ⅶ．取扱及び          取扱い：（１）移液の際は、分解、又は液漏れなどが起こらないよう設備をよく点検してから行 
                 う。又、容器のバルブやコックには部外者が触れないように表示する。  
    保管上の注意             （２）作業中に温度が上昇したり、ｐｈが低下したり、重金属類の混入があると酸素、 
                  又は塩素を放出するので注意する必要がある。  
                            （３）誤って酸と混合した時は、直ちにカセイソーダ、消石灰等のアルカリ剤で中和す 
                 る。 
                            （４）発生した塩素ガスが周辺に拡散する恐れがある時は関係者に連絡するとともに、 
                  風上に避難、誘導の措置を講じる。      
                                                                                                             
                     保 管：・直射日光を避け、通風のよいところに保管し、製品が高温にならないようにする。   
                              ・水ぬれや異物混入の起こらないようにする。                                    
                              ・保管場所付近には可燃物や分解を促進する物質を置かない。                      
                              ・密閉容器には保管しない。                                                    
           共 通：・取扱及び保管にあたり、分解を促進する材質を使用してはならない。           
 
                                                                                                            
Ⅷ．暴露防止措置  管理濃度：設定されていない。                                                             
                    許容濃度 日本産業衛生学会（１９９２年度版）   ：設定されていない。             
                              ＡＣＧＩＨ（１９９２～１９９３年度版） ：設定されていない。                   
          設備対策：直接取り扱う場所には局所排気装置等を設置する。又、全体排気装置の設置が望ましい。 
                    保護具  ：呼吸用保護具              ハロゲンガス用防毒マスク 
                            保護眼鏡                  ゴーグル型 
                              保護手袋                  ゴム製 
                              保護衣                    保護衣、ゴム長靴 
 
                                                                                                            
Ⅸ．物理／科学的性質                                                                         
           外観等：淡緑黄色の透明の液体で、強い塩素臭がある。 
                      比重 ：1.09(20℃)                    
                     ｐＨ  ：11.6(1%;20 ℃)           

分解性 あり。温度上昇により分解が促進される。 
 
                                                                                                            
Ⅹ．危険性情報        引 火 点  ：なし（製品そのものは燃えないが、分解すると酸素ガス及び熱を発生し支燃性 
                   を示す）。                                                              
                                                                                                             
                      発 火 点  ：なし（製品そのものは燃えないが、分解すると酸素ガス及び熱を発生し支燃性 
                   を示す）。                                                              
                      爆発限界   ：なし 
                      可燃性        ：なし 
                      発火性        ：なし 
                      酸化性        ：なし 
                      自己反応性・爆発性：なし 
                      粉塵爆発性    ：なし 
                                       
                      安定性・反応性：空気、熱、光、金属などに極めて不安定で放置すると徐々に有効塩素を失う。  
            【接触を避けるべき物質】  重金属類及びその塩類、 還元性物質、 酸性物質                   
                                            酸化されやすい有機物、 潮解性物質  等                         
 
 
 
 
                                                                                                             



                                                                                                 
 
                                                                                                            
ⅩⅠ．有害性情報   刺激性  ：皮膚一次刺激性（ウサギ）                                                   
                                  粘膜に対しては刺激性を示す。                                               
                 眼に入った場合には痛みを伴い、眼を損傷するおそれがある。                   
           急性毒性 ：経口（マウス） ＬＤ５０ １２ｍｇ（５）幼児経口致死量 １５～３０ｍ� 
                                               （５％液）     
                      亜急性毒性：Ｆ－３４４ ラットに飲料水として投与した場合、２週間の投与で０．２５％以上 
                の濃度群において、又、１３週間の投与では０．２％以上で、著しい体重抑制が見  
               られた。（５） 
            皮膚腐食性：知見なし。                              
                      感 作 性：知見なし。             慢性毒性  ：知見なし。                              
                      がん原性 ：知見なし。             変異原性  ：知見なし。                              
                      生殖毒性 ：知見なし。             催奇形性  ：知見なし。                              
 
                                                                                                            
ⅩⅡ．環境影響情報  分解性：知見なし。                                                     
                      魚毒性：水生生物ｎｉ有毒で，ＬＤ５０／９６時間はアメリカヤナギバエに対し５９ｍｇ／�、   
                           小エビ５２．０ｍｇ／�（５）                                                 
 
                                                                                                            
ⅩⅢ．廃棄上の注意  （１）容器は使用後よく点検し、漏れや変質を防ぐため容器の変形、内部ライニング、塗装の亀 
             裂、はく離、残留物の有無を確かめ、水洗い、水切りをしておく。 
                      （２）廃液、及びマッドはそのまま廃棄すると土地、河川を汚染して農作物、魚貝類に影響を及 
             ぼすので、そのまま廃棄してはならない。 
                      （３）酸を使用して分解すると塩素ガスを発生し、大気汚染防止上好ましくないので、完全な塩 
             素ガス吸収装置のついた密閉容器内で分解後、廃棄する。 
 
                                                                                                            
ⅩⅣ．輸送上の注意  （１）腐食性が強いので運搬容器、及び移液設備（配管、弁、ポンプなど）は耐食性のあるもの 
             を使用する。 

（２）分解し易いので、遠距離輸送はなるべく避けた方がよい。直射日光下の輸送は、温度上  
 昇によって分解が促進されるので好ましくない。 
（３）酸と接触すると分解して塩素ガスを放出するので、小型容器詰めのものと酸類との混載  
 は避ける。 
（４）専用容器を他の物質と教養しては行けない。 
（５）小型容器で輸送する場合、栓、又は、ガス抜き栓のあるところを上にして積載する。 

 
                                                                                                            
ⅩⅤ．主な適用法令  ・危険物船舶運送及び貯蔵規則 第３条告示別表第３ 腐食性物質 
                      ・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 政令別表第１ 有害性物質 Ｃ類物質（１５   
           重量パーセント以下） 
                      ・港則法  施行規則第１２条  危険物の腐食性物質 
                      ・航空法  施行規則第１９４条  告示別表第１１腐食性物質 
            ・食品衛生法  施行規則第３条 健康を害うことのない化学的合成製品（別表第２）     
          ・労働安全衛生法施行令  
                   別表第１ 危険物 酸化性の物 ただし固形のみ。 
                   別表第９ 名称を通知すべき有害物 ３１８（水酸化ナトリウム）１～5% 
 
                                                                                                            
ⅩⅥ． その他                                                                                           
       文献等  １）  （財）民生科学協会      （依頼試験結果）                               
                        ２）  （財）日本食品分析センター   （依頼試験結果）                             
                        ３）  食衛誌．Vol．２７．  No．５  ｐ５５３（１９８６）                        
                        ４）  中央労働災害防止協会、労働衛生サービスセンター                             
                                                                 （依頼試験結果）                          
                      ５）  日本化学会編、 ”化学防災指針７” 、丸善（１９８０） 
                        ６）    日本ソーダ工業会編、 ”安全衛生手帳 １９９２” 
                        ７）  東京連合防火協会編、 ”危険物データブック” 、丸善  （１９８８） 
                        ８）  日本ソーダ工業会編、 ”次亜塩素酸ソーダ輸送設備取扱マニュアル（１９９０） 
                        ９）  ギュンダー・ホンメル編、新居六郎訳、 ”危険物ハンドブック”シュプリンガ・フ 
               ェラーク 東京株式会社（１９９１） 
 
       本データシートは                                                                              
                      ・記載内容については現時点で入手できる資料、情報及びデータに基づいて作成してあります 
                       が、注意事項等は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱の場合は用途、用法に 
                       適した安全対策を更に実施の上、ご利用下さい。                                        
                      ・本品の適正な使用については、使用者の責任に於いて行って下さい。                       



                                                                                                            
 


